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資料１ 



 
○ 地域包括ケアシステムをより深化させ、高齢者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ
とができるよう支援することや、要介護状態等となることの予防、要介護状態等の軽減・悪化の防止
といった制度の理念を堅持し、必要なサービスを提供していくと同時に、制度の持続可能性を確保し
ていくことが重要な課題となっている。 

 

○ 今後、75歳以上人口は、都市部では急速に増加し、もともと高齢者人口の多い地方でも緩やかに増
加することが予想される。2025年、さらにはいわゆる「団塊ジュニア世代」が65歳以上となる2040年
に向けて、大都市やその周辺都市、地方都市、中山間地域等、地域によって高齢化の状況及びそれに
伴う介護需要も異なってくることが想定され、地域実情に合わせた地域包括ケアシステムを深化させ
ていくことが必要。 

 

○ また、各市町村が介護保険事業を担う中で、要介護認定率や一人当たり介護費用、施設サービスと
居宅サービスの割合等について、地域差が存在している状況にある。介護保険制度には、保険者間の
差を抑制し適正化を図る仕組み（全国一律の基準による要介護認定、居宅サービスにおける区分支給
限度額等）や、差を必然的に生じさせる要素（高齢化の状況、都市部、山間部といった地理的条件、
独居等の家族構成等の地域の実情が、サービス提供に反映）があり、多角的な地域分析が必要。 

 

○  高齢者の自立した日常生活の支援や、介護予防、要介護状態の改善・悪化防止等に係る市町村や都
道府県の好事例について、保険者のリーダーシップ、地域の状況の実態把握・分析・課題抽出、ノウ
ハウの共有・人材育成、専門職能団体等との連携、介護予防等に関する住民の意識向上といったポイ
ントを踏まえて全国展開していく必要がある。 
 

○  一方で、多くの市町村、都道府県では、必ずしも、介護保険事業（支援）計画のＰＤＣＡサイクル
等が十分な状況とはいえず、ノウハウや人員不足が大きな理由となっている。 
 

 
 

現状・課題 
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（制度見直しの方向性） 
 
○  今後、地域の実態把握・課題分析を通じて、地域における共通の目標を設定し、関係者間で共有す

るとともに、その達成に向けた具体的な計画を作成・実行し、評価と計画の見直しを繰り返し行うこ
とで、目標達成に向けた活動を継続的に改善する取組として、「地域マネジメント」を推進し、保険
者機能を強化していくことが必要ではないか。 

 
○  高齢者の自立支援と介護の重度化防止といった介護保険の理念の実現と、制度の持続可能性の確保

を両立していくことができるよう、地域マネジメントを推進することにより、「自助・互助・共助・
公助」に基づく地域の介護資源の発掘や基盤整備、多職種連携の促進、効率的なサービスの提供等に
取り組み、地域の実情に応じた地域包括ケアシステムを構築していくことが重要ではないか。 

 
○  この場合、市町村の保険者機能を果たすことはもちろんのこと、国及び都道府県がその役割を発揮

し、市町村を具体的に支援していくことが必要ではないか。 
 
（具体的な見直しに向けた論点） 
 
○ 保険者による地域の実態把握・課題分析のための基盤を整備し、都道府県・市町村の介護保険事業
計画の作成、実施及び評価、並びに国民の介護保険事業の運営に関する実情の把握に資するため、①
市町村による国に対する介護給付費や要介護認定等に関するデータの提出を法律上位置づけるととも
に、②国は、市町村から提供されるデータを集計・分析し、地域包括ケア「見える化」システムを通
じて、各都道府県・市町村の地域分析に資するようなデータ（地域差に関するデータを含む。）を提
供することとしてはどうか。(資料２ P.４論点 【後掲】) 
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○ 市町村及び都道府県が介護保険事業（支援）計画を策定する際には、上記により国から提供された
データを利用して地域課題を分析するよう努めることとするとともに、都道府県においては、市町村
が行う地域課題の分析を支援するよう努めることとしてはどうか。なお、こうした分析が円滑にでき
るよう、国はガイドラインの策定等による支援を実施してはどうか。 

 
○ 市町村の介護保険事業計画に、地域の実情に応じて、高齢者の自立支援と介護の重度化防止に向け
た具体的な取組内容及びその目標を記載することとしてはどうか。 

 
○ 都道府県については、介護保険法において「介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、
必要な助言及び適切な援助をしなければならない」とされているところ、高齢者の自立支援と介護の
重度化防止に向けて、都道府県が実施に努めるべき具体的な保険者支援について、法律上明確化して
はどうか。さらに、都道府県の介護保険事業支援計画に、市町村が行う高齢者の自立支援と介護の重
度化防止に向けた取組に係る支援の具体的な内容及びその目標を記載することとしてはどうか。 

 
○ 上記の取組に関する事項をはじめとして、地域マネジメントによる地域包括ケアシステムの深化が
着実に進むよう、取組のアウトカム指標やアウトプット指標（プロセス指標）を国が設定し、ＰＤＣ
Ａの一環として、市町村及び都道府県が自己評価するとともに、国に報告してもらう仕組みとしては
どうか。 
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○ アウトカム指標については、例えば、要介護状態等の維持・改善の度合い、健康な高齢者の増加な
ど、保険者の取組の成果を反映する指標を設定してはどうか。なお、その際、要介護認定等が過度に
抑制されることの無いよう留意する必要がある。また、アウトプット指標については、例えば、地域
包括ケア「見える化」システムの活用状況も含む地域分析の実施状況、地域ケア会議の実施状況、生
活支援コーディネーターの活動状況、地域包括支援センターにおけるケアマネジメント支援等の実施
状況、介護予防の取組の状況等を指標とする方向で検討してはどうか。 

 
○ 都道府県及び市町村に対する取組のインセンティブとして、上記の評価については各市町村、都道
府県毎に、住民も含めて公開することとし、成果を他の地域と比較することによりＰＤＣＡサイクル
に活用してはどうか。 

 
○ さらに、財政面においても、市町村や都道府県に対するインセンティブ付けについて検討していく
べきではないか。 
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